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議案第２１２号 

 

   広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び広島 

   県市町総合事務組合規約の変更に関する協議について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、広島県

市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び広島県市町総合事務組合

規約（昭和３５年指令地第８０３号）を別紙のとおり変更することに関し、関係地

方公共団体と協議することについて、同法第２９０条の規定により、議会の議決を

求める。 

 

令和２年１２月２日提出 

 

東広島市長    垣    德    
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 （提案理由） 

 世羅三原斎場組合の脱退による広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の減少及びこれに伴う広島県市町総合事務組合規約の変更に関し、関係地方公

共団体と協議することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２８６条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体（－略－）の数を増減

し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようと

するときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するも

のにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなけ

ればならない。－略－ 

第２９０条 第２８４条第２項、第２８６条（－略－）及び前２条の協議について

は、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
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別紙 

 

広島県市町総合事務組合規約の一部を改正する規約 

 

広島県市町総合事務組合規約（昭和３５年指令地第８０３号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１世羅三原斎場組合の項を削る。 

別表第２中「、世羅三原斎場組合」を削る。 

附 則 

この規約は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第２１３号 

 

   財産の取得について 

 

 財産を次のとおり取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 種別 動産 

 (2) 種類 寝台、寝具及び収納台 

 (3) 品名及び数量 

品  名 数 量 

おひるねベッド（Ａ） ５７４台 

おひるねベッド収納ワゴン（Ａ） ４５台 

おひるねベッド用寝具（Ａ） ７０４枚 

おひるねベッド（Ｂ） １,４７７台 

おひるねベッド収納ワゴン（Ｂ） １０８台 

おひるねベッド用寝具（Ｂ） １,６０７枚 

おひるねベッド（Ｃ） ７６台 

おひるねベッド用寝具（Ｃ） ７６枚 

２ 取得価格 

  ２,６３９万９,４６６円 

３ 相手方 

  東広島市西条大坪町８番３２号 

  株式会社きんし東広島本店 

  代表取締役 地 岡 三 利 
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 （提案理由） 

 保育所及び認定こども園で使用する午睡用の寝台等を買い入れるに当たり、その

予定価格が２,０００万円以上であるため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。
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議案第２１４号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市安芸津町三津４２７４番地２ 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 補強コンクリートブロック造り２階建て 

 (4) 延べ面積 ９７.０５平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市安芸津町三津４２５３番地３ 

  祇園区町内会 

  会長 高 下 隆 司
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 （提案理由） 

 祇園集会所の建物を祇園区町内会に無償で譲渡することについて、議会の議決を

求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 
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議案第２１５号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市安芸津町風早３１８３番地３ 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １４４.１４平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市安芸津町風早３１８３番地３ 

  風早南地区自治会 

  会長 砂 原 正 司 
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 （提案理由） 

風早南区集会所の建物を風早南地区自治会に無償で譲渡することについて、議会

の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 
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議案第２１６号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市安芸津町風早７９１番地 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １２４.９７平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市安芸津町風早７９１番地 

  風早西住民会 

  会長 藤 川 浩 司 



‐１１‐ 

 （提案理由） 

 風早西集会所の建物を風早西住民会に無償で譲渡することについて、議会の議決

を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 
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議案第２１７号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市黒瀬町津江６３０１番地１ 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １３８.７９平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市黒瀬町津江６３０１番地１ 

  東側区 

  区長 花 満 哲 也 



‐１３‐ 

 （提案理由） 

 東側老人集会所の建物を東側区に無償で譲渡することについて、議会の議決を求

めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐１４‐ 

議案第２１８号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市福富町久芳３８０番地８ 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １０４.２４平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市福富町久芳１５８３番地１ 

  東谷自治会 

  会長 竹 井 文 昭 



‐１５‐ 

 （提案理由） 

 東谷老人集会所の建物を東谷自治会に無償で譲渡することについて、議会の議決

を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐１６‐ 

議案第２１９号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市河内町中河内１０２４番地２ 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １０２.４７平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市河内町中河内９１３番地２ 

  西条自治会 

  会長 出 島 義 則 



‐１７‐ 

 （提案理由） 

 中河内老人集会所の建物を西条自治会に無償で譲渡することについて、議会の議

決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐１８‐ 

議案第２２０号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市安芸津町三津字西之原４２７３番４ほか１筆 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 １０７.７５平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和３年２月１日から令和７年３月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市安芸津町三津４２５３番地３ 

  祇園区町内会 

  会長 高 下 隆 司 



‐１９‐ 

 （提案理由） 

 祇園集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地を当

該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるものであ

る。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐２０‐ 

議案第２２１号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市安芸津町風早字新開３１８３番３ 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 ４１５.７７平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和３年２月１日から令和７年３月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市安芸津町風早３１８３番地３ 

  風早南地区自治会 

  会長 砂 原 正 司 



‐２１‐ 

 （提案理由） 

 風早南区集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地

を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるもの

である。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐２２‐ 

議案第２２２号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市安芸津町風早字砂田７９１番 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 ４１８.６１平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和３年２月１日から令和７年３月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市安芸津町風早７９１番地 

  風早西住民会 

  会長 藤 川 浩 司 



‐２３‐ 

 （提案理由） 

 風早西集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地を

当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるもので

ある。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐２４‐ 

議案第２２３号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市黒瀬町津江字流田６３０１番１の一部 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 ２７０.２０平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和３年２月１日から令和７年７月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市黒瀬町津江６３０１番地１ 

  東側区 

  区長 花 満 哲 也 



‐２５‐ 

 （提案理由） 

 東側老人集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地

を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるもの

である。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐２６‐ 

議案第２２４号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市福富町久芳字東中山３８０番８ほか３筆 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 山林、宅地及び畑 

 (4) 面積 ７９７.６２平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和３年２月１日から令和７年７月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市福富町久芳１５８３番地１ 

  東谷自治会 

  会長 竹 井 文 昭 



‐２７‐ 

 （提案理由） 

 東谷老人集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地

を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるもの

である。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐２８‐ 

議案第２２５号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市河内町中河内字西条１０２４番２ 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 １８７.００平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和３年２月１日から令和７年７月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市河内町中河内９１３番地２ 

  西条自治会 

  会長 出 島 義 則 



‐２９‐ 

 （提案理由） 

 中河内老人集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土

地を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるも

のである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐３０‐ 

議案第２２６号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市八本松東二丁目１４４番１ 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 １万７,３２４.６１平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市八本松東二丁目２１番１号 

  東広島流通センター株式会社 

  代表取締役  垣  德 



‐３１‐ 

 （提案理由） 

 東広島流通センター株式会社に無償で貸し付けている土地を引き続き同者に無償

で貸し付けることについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐３２‐ 

議案第２２７号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市地域センター条例（平成２２年東広島市条例第４１号）に基づき設置さ

れた地域センターの管理を指定管理者に行わせるため、次のとおり指定管理者の指

定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

東広島市竹仁地域セン

ター 

住民自治協議会 福に

富む郷 竹仁 

会長 杉原 男 

東広島市福富町下竹仁５０

１番地１１ 

２ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

  



‐３３‐ 

 （提案理由） 

 東広島市竹仁地域センターの管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指

定をすることについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 



‐３４‐ 

議案第２２８号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市地域センター条例（平成２２年東広島市条例第４１号）に基づき設置さ

れた地域センターの管理を指定管理者に行わせるため、次のとおり指定管理者の指

定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

東広島市河戸地域セン

ター 

草が城の里・河戸自治

協議会 

会長 向井 康博 

東広島市河内町河戸２０８

０番地１ 

２ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

  



‐３５‐ 

 （提案理由） 

 東広島市河戸地域センターの管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指

定をすることについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 



‐３６‐ 

議案第２２９号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市地域センター条例（平成２２年東広島市条例第４１号）に基づき設置さ

れた地域センターの管理を指定管理者に行わせるため、次のとおり指定管理者の指

定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

東広島市戸野地域セン

ター 

自治組織 ふれあいの

里戸野 

会長 平川 智章 

東広島市河内町戸野７３８

番地 

２ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

  



‐３７‐ 

 （提案理由） 

 東広島市戸野地域センターの管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指

定をすることについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
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議案第２３０号から議案第２９８号まで 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例（昭和５５年東広島市条例第２

５号）に基づき設置された地域集会所の管理を指定管理者に行わせるため、次のと

おり指定管理者の指定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

議案番

号 

指定管理者

に管理を行

わせる公の

施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの

の名称及び代表者の氏名並びに主た

る事務所の所在地 

指定期間 

２３０ 東子集会所 東子自治会 

会長 溝垣 哲壮 

東広島市西条町田口２８４８番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２３１ 金清集会所 金清自治会 

会長 橋本 健司 

東広島市西条町田口６７番地１９４ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２３２ 今田集会所 今田地区自治連合会 

会長 中井 三友 

東広島市西条町郷曽３４３０番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２３３ 三升原集会

所 

三升原集会所管理会 

代表者 橋 伍幸 

東広島市西条町田口３４１７番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２３４ 上三永第一

会館 

上三永１区 

区長 道面 明和 

東広島市西条町上三永１５８番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２３５ 上三永第二

会館 

上三永２区 

区長 石橋 敦 

東広島市西条町上三永１３３１番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２３６ 上三永第三

会館 

上三永３区 

区長 木本 厚 

令和３年４月１日

から令和１３年３ 
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  東広島市西条町上三永１７６５番地 月３１日まで 

２３７ 上三永第四

会館 

上三永４区 

区長 植﨑 利生 

東広島市西条町上三永３１番地３１ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２３８ 上三永第五

会館 

上三永５区 

区長 小川 仁士 

東広島市西条町上三永２４６６番地

２ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２３９ 上三永峠会

館 

上三永峠区 

区長 中垣内 末成 

東広島市西条町上三永３４３５番地

２ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２４０ 上三永公会

堂 

上三永公会堂管理委員会 

代表者 奥正 弘美 

東広島市西条町上三永１７１３番地

１ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２４１ 下三永集会

所 

下三永集会所管理会 

代表者 骨田 公利 

東広島市西条町下三永１０３５番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２４２ 本頭会館 本頭区 

区長 池溝 康雄 

東広島市西条町下三永２１８番地１ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２４３ 吉光・大宮

会館 

吉光・大宮区 

区長 山田 龍義 

東広島市西条町下三永４１２番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２４４ 河田集会所 河田区 

区長 松禾 正美 

東広島市西条町下三永１２２４番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２４５ 池田集会所 池田区 

区長 山本 勝司 

東広島市西条町下三永３２００番地

１ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２４６ 鴨ケ池集会

所 

鴨ケ池団地自治会 

会長 渡橋 誠 

東広島市西条町吉行１８１番地２９ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２４７ 吉行集会所 吉行集会所運営委員会 

会長 佐藤 正曉 

東広島市西条町吉行３２７番地１ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２４８ みずとり集

会所 

御薗宇３区 

区長 藏田 多惠子 

東広島市西条町御薗宇２５３３番地

１ 
 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２４９ 武士集会所 武士区 令和３年４月１日 
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  区長 古屋敷 隆志 

東広島市西条町田口３１番地 

から令和１３年３

月３１日まで 

２５０ 中組集会所 飯田中組自治会 

会長 木村 茜 

東広島市八本松飯田五丁目６番２９

－１３号 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２５１ 篠集会所 篠自治会 

会長 石田 俊彦 

東広島市八本松町篠１４７番地１ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２５２ 正力集会所 正力南自治会 

会長 木村 功 

東広島市八本松町正力１６８８番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２５３ 正力第二集

会所 

正力団地自治会 

会長 迫田 輝雄 

東広島市八本松町正力４４番地３０

５ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２５４ 米満集会所 米満区自治会 

会長 生 啓明 

東広島市八本松町米満１１０番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２５５ 上組コミュ

ニティセン

ター 

飯田上組区 

区長 寺田 公德 

東広島市八本松町飯田２１２番地１ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２５６ 八本松西集

会所 

大山ハイツ自治会 

会長 西本 夫 

東広島市八本松西二丁目２３番１０

号 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２５７ 八本松北集

会所 

八本松北自治会 

会長 福島 秀秋 

東広島市八本松町飯田１５４３番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２５８ 宗吉第一集

会所 

宗吉第一集会所管理運営委員会 

委員長 川原 研照 

東広島市八本松西一丁目１０番１２

号 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２５９ 宗吉第二集

会所 

宗吉北区自治会 

会長 中嶋 英雄 

東広島市八本松町宗吉４１２番地２

０ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２６０ 前長沢集会

所 

前長沢自治会 

会長 大武 守 

東広島市八本松町原１７３８番地２ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２６１ 河内田・馬

場台会館 

 

原自治協議会 

会長 串山 國男 

東広島市八本松町原３５６１番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３ 

月３１日まで 
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２６２ 原西部集会

所 

原西部集会所管理委員会 

委員長 佐々木 信行 

東広島市八本松町原８９４番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２６３ 河内田集会

所 

原自治協議会 

会長 串山 國男 

東広島市八本松町原３５６１番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２６４ 八本松南集

会所 

八本松南集会所管理運営委員会 

委員長 山崎 誠一 

東広島市八本松南一丁目５番１１－

７号 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２６５ 下組集会所 下組集会所管理運営委員会 

委員長 中曽 義孝 

東広島市八本松東六丁目１３番２１

号 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２６６ 元広集会所 元広区 

区長 三宅 隆行 

東広島市志和町志和東４６６４番地

１２ 

令和３年４月１日

から令和５年３月

３１日まで 

２６７ 高屋堀集会

所 

高屋堀行政区自治会 

代表者 木 省五 

東広島市高屋町高屋堀１８３５番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２６８ 杵原上集会

所 

杵原上区 

区長 木原 利明 

東広島市高屋町杵原２３１番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２６９ 杵原中央集

会所 

杵原中央集会所管理運営委員会 

委員長 福本 喜弘 

東広島市高屋町杵原２３００番地１ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２７０ 杵原下集会

所 

杵原下集会所管理運営委員会 

委員長 原 慎二 

東広島市高屋町杵原１３９５番地１

５ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２７１ 宮領集会所 宮領集会所管理会 

代表者 木村 一彦 

東広島市高屋町宮領８３７番地３３ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２７２ 乃美尾会館 乃美尾ふれあい会 

会長 室谷 實夫 

東広島市黒瀬町乃美尾２１３１番地

１ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２７３ 兼沢会館 兼沢区 

区長 津久江 正美 

東広島市黒瀬町兼沢９３２番地２ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２７４ 上条会館 上条区 

区長 梶田谷 正雄 

令和３年４月１日

から令和５年３月 
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  東広島市黒瀬町津江２１７９番地 ３１日まで 

２７５ 南方会館 南方会館管理運営委員会 

委員長 麻生 豊 

東広島市黒瀬町南方１４３２番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２７６ 柳国下モ原

会館 

柳国下モ原自治会 

会長 大林 賢二 

東広島市黒瀬町宗近柳国４３３番地

２ 

令和３年４月１日

から令和５年３月

３１日まで 

２７７ 大多田会館 大多田区 

区長 中野 恕 

東広島市黒瀬町大多田８４２番地 

令和３年４月１日

から令和５年３月

３１日まで 

２７８ 松崎コミュ

ニティホー

ム 

松崎コミュニティホーム管理運営委

員会 

委員長 高橋 賢治 

東広島市福富町久芳２３３２番地４ 

令和３年４月１日

から令和５年３月

３１日まで 

２７９ レイクヒル

コミュニテ

ィホーム 

レイクヒル区 

区長 上西 晃雄 

東広島市福富町久芳１５３５番地３

６ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２８０ 押政北コミ

ュニティホ

ーム 

押政区 

区長 在間 賢二 

東広島市福富町久芳４８３１番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２８１ 押政南コミ

ュニティホ

ーム 

末政区 

区長 佐々木 栄治 

東広島市福富町久芳４４４５番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２８２ 後谷集会所 清武西後谷自治会 

会長 森住 雅文 

東広島市豊栄町清武３３６６番地１ 

令和３年４月１日

から令和５年３月

３１日まで 

２８３ 別府集会所 第１３区 

区長 橋本 照雄 

東広島市豊栄町別府４８番地１ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２８４ 鉄南コミュ

ニティホー

ム 

鉄南２区 

区長 梶田 壽義 

東広島市河内町中河内５６４番地１

０ 

令和３年４月１日

から令和５年３月

３１日まで 

２８５ 奥条・串ケ

平コミュニ

ティホーム 

奥条・串ケ平コミュニティホーム管

理運営委員会 

委員長 藤原 孝 

東広島市河内町中河内１５０７番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２８６ 大矢コミュ

ニティホー

ム 

大矢会館運営管理委員会 

代表 有本 英雄 

東広島市河内町入野７０２１番地１ 

令和３年４月１日

から令和５年３月

３１日まで 

２８７ 元兼コミュ 元兼区 令和３年４月１日 
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 ニティホー

ム 

区長 平野 政敏 

東広島市河内町入野４２０３番地 

から令和１３年３

月３１日まで 

２８８ 杣木コミュ

ニティホー

ム 

杣木集会所管理運営委員会 

委員長 金口 逸男 

東広島市河内町入野４５５７番地１ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２８９ 門・松永コ

ミュニティ

ホーム 

門・松永コミュニティホーム運営委

員会 

会長 松仁 幸子 

東広島市河内町入野３０１９番地１ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２９０ 妙見ケ丘コ

ミュニティ

ホーム 

妙見ケ丘区 

区長 金村 篤 

東広島市河内町入野７３６番地８ 

令和３年４月１日

から令和５年３月

３１日まで 

２９１ グリーンコ

ミュニティ

ホーム 

中山台自治会 

会長 小田原 和彦 

東広島市入野中山台二丁目６番１号 

令和３年４月１日

から令和５年３月

３１日まで 

２９２ 河戸天神コ

ミュニティ

ホーム 

天神区 

区長 森久 順子 

東広島市河内町河戸９１３番地 

令和３年４月１日

から令和５年３月

３１日まで 

２９３ 宇山コミュ

ニティホー

ム 

宇山コミュニティホーム運営委員会 

会長 澤田 和博 

東広島市河内町宇山２１７５番地 

令和３年４月１日

から令和５年３月

３１日まで 

２９４ 蚊無集会所 蚊無地区自治会 

会長 岡谷 義輝 

東広島市安芸津町三津３３４番地 

令和３年４月１日

から令和５年３月

３１日まで 

２９５ 地方集会所 三津向組区 

区長 大島 正 

東広島市安芸津町三津２５１５番地 

令和３年４月１日

から令和５年３月

３１日まで 

２９６ 印内集会所 大印内区 

区長 茶井 護 

東広島市安芸津町三津１５２６番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

２９７ 横川集会所 横川集会所管理運営委員会 

会長 秋光 定雄 

東広島市安芸津町三津３３８３番地

３ 

令和３年４月１日

から令和５年３月

３１日まで 

２９８ 赤崎集会所 赤崎集会所運営委員会 

委員長 南條 誠 

東広島市安芸津町木谷４６３８番地

２ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

  



‐４４‐ 

 （提案理由） 

 地域集会所の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定をすることに

ついて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 



 

‐４５‐ 

議案第２９９号から議案第３０３号まで 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例（昭和５５年東広島市条例第２

５号）に基づき設置された多目的広場の管理を指定管理者に行わせるため、次のと

おり指定管理者の指定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 
                 東広島市長    垣    德    

 

議案番

号 

指定管理者

に管理を行

わせる公の

施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの

の名称及び代表者の氏名並びに主た

る事務所の所在地 

指定期間 

２９９ 正力多目的

広場 

正力コミュニティ振興協議会 

会長 重光 秋治 

東広島市八本松町正力１３８２番地

２ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

３００ 西山多目的

広場 

西山自治会 

会長 河野 憲治 

東広島市八本松町原１０５４５番地

１ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

３０１ 米満多目的

広場 

米満区自治会 

会長 生 啓明 

東広島市八本松町米満１１０番地 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

３０２ 竹仁地区コ

ミュニティ

広場 

中組自治会 

会長 山崎 晴幸 

東広島市福富町上竹仁３３１番地６ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

３０３ 大芝北コミ

ュニティ広

場 

大芝集会所運営管理委員会 

委員長 古本 和則 

東広島市安芸津町風早２５１６番地

２ 

令和３年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

 

  



 

‐４６‐ 

 （提案理由） 

 多目的広場の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定をすることに

ついて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 



‐４７‐ 

議案第３０４号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市福祉センター設置及び管理条例（昭和５１年東広島市条例第８号）に基

づき設置された福祉センターの管理を指定管理者に行わせるため、次のとおり指定

管理者の指定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 
東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

下見福祉会館 社会福祉法人東広島市

社会福祉協議会 

理事長 髙橋 幸夫 

東広島市西条町土与丸１１

０８番地 

２ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

  



‐４８‐ 

 （提案理由） 

 下見福祉会館の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定をすること

について、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 



 

‐４９‐ 

議案第３０５号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市老人集会所設置及び管理条例（昭和５２年東広島市条例第１３号）に基

づき設置された東広島市老人集会所の管理を指定管理者に行わせるため、次のとお

り指定管理者の指定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

小田老人集会所 自治組織「共和の郷・

おだ」 

会長 小早川 正治 

東広島市河内町小田２１８

２番地 

２ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  



 

‐５０‐ 

 （提案理由） 

 小田老人集会所の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定をするこ

とについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



 

‐５１‐ 

議案第３０６号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市老人集会所設置及び管理条例（昭和５２年東広島市条例第１３号）に基

づき設置された東広島市老人集会所の管理を指定管理者に行わせるため、次のとお

り指定管理者の指定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

篁老人集会所 篁老人集会所運営管理委

員会 

運営管理委員長 増田 

豊實 

東広島市河内町入野３４

４５番地 

２ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

  



 

‐５２‐ 

 （提案理由） 

 篁老人集会所の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定をすること

について、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



 

‐５３‐ 

議案第３０７号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市老人集会所設置及び管理条例（昭和５２年東広島市条例第１３号）に基

づき設置された東広島市老人集会所の管理を指定管理者に行わせるため、次のとお

り指定管理者の指定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

入野中央老人集会所 入野中央老人集会所運営

管理委員会 

運営管理委員長 大坪 

佳美 

東広島市河内町入野５３

１０番地４ 

２ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

  



 

‐５４‐ 

 （提案理由） 

 入野中央老人集会所の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定をす

ることについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



 

‐５５‐ 

議案第３０８号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市白市交流会館設置及び管理条例（平成２７年東広島市条例第４９号）に

基づき設置された東広島市白市交流会館の管理を指定管理者に行わせるため、次の

とおり指定管理者の指定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

東広島市白市交流会館 白市景観形成委員会 

会長 大多和 孝 

東広島市高屋町白市１１３

２番地３ 

２ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 



 

‐５６‐ 

 （提案理由） 

 東広島市白市交流会館の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定を

することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 



 

‐５７‐ 

議案第３０９号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市都市公園条例（昭和５９年東広島市条例第２０号）に基づき設置された

都市公園の管理を指定管理者に行わせるため、次のとおり指定管理者の指定をする

ことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

東広島運動公園 東広島スポーツパーク共

同企業体 

代表者 

株式会社セイカスポーツ

センター 

代表取締役 玉川 文生 

構成員 

株式会社クリーン工房 

代表取締役 川鍋 大二 

株式会社西尾園芸 

代表取締役 西尾 壽紀 

鹿児島県鹿児島市宇宿二

丁目１８番２７号 

２ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 



 

‐５８‐ 

（提案理由） 

 東広島運動公園の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定をするこ

とについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 



‐５９‐ 

議案第３１０号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市市民体育施設設置及び管理条例（昭和５５年東広島市条例第５号）に基

づき設置された東広島市市民体育施設の管理を指定管理者に行わせるため、次のと

おり指定管理者の指定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

志和市民グラウンド 株式会社陸地コンサル 

タント 

代表取締役 佐々木 

仁志 

東広島市西条大坪町８番２ 

７号 

２ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

  



‐６０‐ 

 （提案理由） 

 志和市民グラウンドの管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定をす

ることについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



 

‐６１‐ 

議案第３１１号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例（平成２４年東広島市条例第２

号）に基づき設置された東広島市河内パークゴルフ場の管理を指定管理者に行わせ

るため、次のとおり指定管理者の指定をすることについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

東広島市河内パークゴ 

ルフ場 

こうち交流促進施設運 

営協議会 

理事長 住原 正弘 

東広島市河内町小田４１３ 

２番地１ 

２ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

  



 

‐６２‐ 

 （提案理由） 

 東広島市河内パークゴルフ場の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の

指定をすることについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



‐６３‐ 

議案第３１２号 

 

   請負契約の変更について 

 

 令和２年２月２７日議決第４３号により議決を経た令和元年度小学校増改築事業

八本松小学校グラウンド造成工事（六期工事）の請負契約を次のとおり変更するこ

とについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

「３ 契約金額 ４億５９０万円」を「３ 契約金額 ４億７,３００万９,９０

０円」に改める。 

  



‐６４‐ 

 （提案理由） 

 令和元年度小学校増改築事業八本松小学校グラウンド造成工事（六期工事）の請

負契約について、工事の内容の一部を変更する必要が生じたため、請負契約金額を

変更することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 

 



‐６５‐ 

議案第３１３号 

 

   委託契約の変更について 

 

 令和２年９月２４日議決第１９３号により議決を経た東広島市立小中学校情報ネ

ットワーク環境施設整備業務の委託契約を次のとおり変更することについて、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市

条例第１２５号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

「３ 契約金額 ４億３,４５０万円」を「３ 契約金額 ４億４,１９８万円」

に改める。 
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 （提案理由） 

 東広島市立小中学校情報ネットワーク環境施設整備業務の委託契約について、業

務の内容の一部を変更する必要が生じたため、委託契約金額を変更することについ

て、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第３１４号 

 

   所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係条例の整理 

について 

 

 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例を次のように定める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係条例の整理 

に関する条例 

 

 次に掲げる条例の規定中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準

割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均

貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この項において「特例基準割合適用年」と

いう。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合

に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

(1) 東広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例（昭和４９年東広島市

条例第１３０号）附則第２項 

(2) 東広島市道路占用料徴収条例（昭和５１年東広島市条例第１１号）附則第２

項 

(3) 東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例（昭和６０年東広島市

条例第１２号）附則第４項 

(4) 東広島市安芸津港海岸保全区域占用料徴収条例（平成２０年東広島市条例第

４９号）附則第４項 

(5) 東広島市債権管理条例（平成２７年東広島市条例第４８号）附則第２項 

   附 則 
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１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

２ 改正後の東広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例附則第２項、東

広島市道路占用料徴収条例附則第２項、東広島市公共下水道事業受益者負担金等

に関する条例附則第４項、東広島市安芸津港海岸保全区域占用料徴収条例附則第

４項及び東広島市債権管理条例附則第２項の規定は、この条例の施行の日以後の

期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金について

は、なお従前の例による。 
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 （提案理由） 

 所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）の施行に合わせて、関

係条例における延滞金の割合の特例に関する規定について、用語の整理を行うた

め、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２３１条の３ 

２ 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場

合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができ

る。 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号） 

第７３条 

２ 前項の場合においては、道路管理者は、条例（指定区間内の国道にあつては、

政令）で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。ただ

し、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案 して定め、延滞金は年１４.

５パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならな

い。 

 

 海岸法（昭和３１年法律第１０１号） 

第３５条 

２ 前項の場合においては、海岸管理者は、主務省令で定めるところにより延滞金

を徴収することができる。ただし、延滞金は、年１４.５パーセントの割合を乗

じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 

第７５条 
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４ 前項の場合においては、国等は、政令（都道府県又は市町村にあつては、条

例）で定めるところにより、年１４.５パーセントの割合を乗じて計算した額を

こえない範囲内の延滞金を徴収することができる。
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議案第３１５号 

 

   東広島市道の駅西条のん太の酒蔵設置及び管理条例の制定について 

 

 東広島市道の駅西条のん太の酒蔵設置及び管理条例を次のように定める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市道の駅西条のん太の酒蔵設置及び管理条例 

 

 （目的及び設置） 

第１条 道路の利用者に対し良好な休憩場所を提供するとともに、地元の農林水産

物その他の生産品の販売及び地域情報等の発信を行うことにより、地域間の多様

な交流を促進し、及び地域の活性化に寄与することを目的として、東広島市道の

駅西条のん太の酒蔵（以下「道の駅」という。）を設置する。 

 （位置） 

第２条 道の駅の位置は、東広島市西条町寺家１００２０番地４３とする。 

（施設） 

第３条 道の駅に、次の施設を置く。 

 (1) 地域連携施設 

 (2) 駐車場 

 (3) その他附帯施設 

 （事業） 

第４条 道の駅においては、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行

う。 

 (1) 道路の利用者に対する休憩場所の提供に関すること。 

 (2) 地元の農林水産物（その加工品を含む。）その他の生産品、飲食物その他の

物品の販売に関すること。 
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 (3) 地域情報、観光情報、道路情報等の発信に関すること。 

 (4) 地域資源を活用した人の来訪の促進、市民の交流の場の創出その他地域間の

多様な交流の促進に関すること。 

 (5) 災害が発生した際における当該災害により被害を受けた者、災害の影響によ

り避難した者等の支援に関すること。 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために必要な事

業に関すること。 

 （指定管理者による管理） 

第５条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の

規定により、道の駅の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの（以

下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。 

２ 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

 (1) 前条各号に掲げる事業を行うこと。 

 (2) 道の駅及びその附属設備（以下「施設等」という。）の利用の許可に関する

こと。 

 (3) 施設等の維持及び修繕に関すること。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務を行うこと。 

 （利用時間及び開館日） 

第６条 道の駅の利用時間は、地域連携施設にあっては午前９時から午後９時ま

で、地域連携施設以外の施設にあっては午前零時から午後１２時までとし、開館

日は、１月１日から１２月３１日までとする。ただし、市長が特に必要があると

認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あ

らかじめ市長の承認を得て、同項の利用時間を変更し、又は道の駅の全部若しく

は一部を臨時に休館することができる。 

 （利用の許可） 

第７条 施設等の利用のうち別表に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、

規則で定めるところにより、指定管理者に申請して、その許可を受けなければな

らない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があ
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ると認めるときは、その許可について条件を付することができる。 

 （許可の基準） 

第８条 指定管理者は、前条第１項の規定による許可の申請があった場合におい

て、その申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしない。 

 (1) 当該申請に係る利用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認め

るとき。 

 (2) 当該申請に係る利用により施設等が損傷し、汚損し、又は滅失するおそれが

あると認めるとき。 

 (3) 施設等の利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第１号に規

定する暴力的不法行為等をいう。）を行うおそれがある組織の利益になると認

めるとき。 

 (4) 施設等の管理運営上支障があると認めるとき。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、申請者に施設等を利用させることが適当でない

事由があると認めるとき。 

 （利用料金） 

第９条 第７条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、当該許可

に係る施設等の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を納付しなければ

ならない。 

２ 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認

を得て指定管理者が定める。 

３ 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。 

 （利用料金の減免） 

第１０条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定める基準に従

い、利用料金を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。 

 （利用料金の不還付） 

第１１条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することが

できない事由により施設等を利用することができなくなったときその他指定管理

者において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付すること

ができる。 
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 （設備の設置等） 

第１２条 利用者は、施設等を利用する場合において、設備を設け、又は機械器具

その他の物を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなけ

ればならない。ただし、軽易なものとして市長が別に定めるものについては、こ

の限りでない。 

２ 第７条及び第８条の規定は、前項の許可について準用する。 

 （目的外利用等の禁止） 

第１３条 利用者は、施設等をその許可を受けた目的以外の目的に利用し、若しく

は転貸し、又はその利用する権利を他人に譲渡してはならない。 

 （許可の取消し等） 

第１４条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第７条第２項（

第１２条第２項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規

定により付した許可の条件を変更し、第７条第１項若しくは第１２条第１項の許

可に係る行為の停止を命じ、若しくは制限をし、又は当該許可を取り消すことが

できる。 

 (1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。 

 (2) 利用者が第７条第２項の規定により付された許可の条件に違反したとき。 

 (3) 利用者が偽りその他不正の手段により第７条第１項又は第１２条第１項の許

可を受けたとき。 

 (4) 第８条各号に掲げる事態が生じ、又は判明したとき。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。 

２ 市及び指定管理者は、前項の規定による処分により利用者が損害を受けること

があっても、これに対して賠償する義務を負わない。 

 （原状回復義務） 

第１５条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条第１項の規定により

許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならな

い。ただし、市長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長又は指定管理者がこれ

を執行し、その費用を利用者から徴収することができる。 

 （行為の禁止） 
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第１６条 何人も、道の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただ

し、第１号、第２号、第４号、第５号又は第７号に該当する行為であって、市長

の許可を受けたものについては、この限りでない。 

 (1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。 

 (2) 立入りを禁じられた区域に立ち入ること。 

 (3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をすること。 

 (4) 指定された場所以外の場所に自動車その他の車両を乗り入れ、又は留め置く

こと。 

 (5) 施設等をその用途以外の用途に使用すること。 

 (6) 暴走行為をすることを目的として自動車（道路交通法（昭和３５年法律第１

０５号）第２条第１項第９号に規定する自動車をいう。）又は原動機付自転車

を準備して集合すること。 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理運営上支障があると認められる行

為をすること。 

２ 第７条、第８条及び第１４条の規定は、前項ただし書の許可について準用す

る。この場合において、第７条、第８条及び第１４条第１項中「指定管理者」と

あるのは「市長」と、同条第２項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と読

み替えるものとする。 

 （入場の制限） 

第１７条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、道の駅への入

場を拒み、又は道の駅からの退去を命ずることができる。 

 (1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物を携帯する者 

 (2) 施設等を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はこれらの行為をするおそれ

があると認める者 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、道の駅の管理運営上支障があると認める者 

 （損害賠償義務） 

第１８条 自己の責めに帰すべき事由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損

し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければな

らない。 

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等） 
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第１９条 市長は、東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条

例（平成１７年東広島市条例第３１号）第６条第１項の規定により指定管理者の

指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部（利用料金の

収受を含む場合に限る。）の停止を命じた場合等で、市長が臨時に道の駅の管理

運営を行うときに限り、その間、施設等の利用のうち別表に掲げるものについて

は、同表の規定により算定した額を使用料として徴収する。 

２ 前項の場合における第７条から第１２条まで、第１４条、第１５条及び第１７

条の規定の適用については、第７条、第８条、第１１条、第１２条第１項、第１

４条第１項及び第１７条中「指定管理者」とあり、並びに第１５条第２項中「市

長又は指定管理者」とあるのは「市長」と、第９条の見出し、第１０条（見出し

を含む。）及び第１１条（見出しを含む。）中「利用料金」とあり、並びに第９

条第１項中「利用に係る料金（以下「利用料金」という。）」とあるのは「使用

料」と、第１０条中「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定

める基準に従い」とあるのは「市長は、特に必要があると認めるときは、別に定

める基準により」と、第１４条第２項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」

とし、第９条第２項及び第３項の規定は、適用しない。 

 （委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

   附 則 

１ この条例は、令和５年３月３１日までの間において規則で定める日から施行す

る。ただし、次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 第７条第１項の許可及び第９条の規定による利用料金の徴収並びにこれらに関

し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

前においても、この条例の例により行うことができる。 

３ 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行う

ことができる。 

別表（第７条、第９条、第１９条関係） 

１ 物品の販売又は飲食物の提供及びシャワー施設の利用 

区 分 利用料金 
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１ 物品の販売又は飲食物の提供 販売金額の３０パーセントに相当する額 

２ シャワー施設の利用 １人につき１０分までごとに ２００円 

備考 １の項に掲げる区分に係る施設等の利用において、原材料の加工その他

動力を用いる作業を行う場合は、その光熱水費の実費に相当する額を加算

することができる。 

２ 多目的展示室及び屋根付き広場の利用 

施設の名称及び区分 単 位 利用料金 

多目的展示室 物品の販売、宣伝その他 １時間までごとに １,８００円 

 これらに類する利用の場

合 

  

 その他の利用の場合 １時間までごとに １,２００円 

屋根付き広場 物品の販売、宣伝その他

これらに類する利用の場

合 

１０平方メートル

１時間につき 

１５０円 

その他の利用の場合 １０平方メートル

１時間につき 

１００円 

  備考 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。 

  



‐７８‐ 

（提案理由） 

 道路の利用者に対し良好な休憩場所を提供するとともに、地元の農林水産物その

他の生産品の販売及び地域情報等の発信を行うことにより、地域間の多様な交流を

促進し、及び地域の活性化に寄与することを目的として、東広島市道の駅西条のん

太の酒蔵を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めようとするものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があ

ると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該

普通地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第２４４条の４において「指定

管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び

業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 
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議案第３１６号 

 

   東広島市事務分掌条例の一部改正について 

 

 東広島市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市事務分掌条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市事務分掌条例（昭和５７年東広島市条例第１５号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条中 

「総務部 

 政策企画部 

 財務部  」

を 

「総務部 

 財務部 

 地域振興部」 

に改める。 

 第２条総務部の項中第９号を第１５号とし、第８号の次に次の６号を加える。 

 (9) 市行政の基本的事項の企画及び総合調整に関する事項 

 (10) 広域行政に関する事項 

 (11) 重要な施策の推進に関する事項 

 (12) 行政の情報化に関する事項 

 (13) 電子計算組織の運営に関する事項 

 (14) 統計調査及び広報に関する事項 

 第２条政策企画部の項を削り、同条財務部の項の次に次の１項を加える。 

地域振興部 

 (1) 地域の振興に関する事項 

 (2) 交通政策に関する事項 

 (3) 市民協働に関する事項 

 第２条生活環境部の項第２号を次のように改める。 
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 (2) 国際交流に関する事項 

 第２条こども未来部の項第１号中「事項」の右に「（教育委員会の所管に属する

ものを除く。）」を加え、同条建設部の項中第２号を削り、第３号を第２号とし、

同条都市部の項に次の１号を加える。 

 (5) 住宅に関する事項 

 第３条を削る。 

 第４条中「前３条」を「前２条」に改め、同条を第３条とし、第５条を第４条と 

する。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 社会情勢の変化及び新たな政策課題に対応することを目的として、効果的かつ効

率的な事務事業の執行に資する組織体制を整備するため、この条例案を提出するも

のである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第１５８条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、

必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団

体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定

めるものとする。 
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議案第３１７号 

 

   東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例の一部改正について 

 

 東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例の一部を改正する条 

   例 

 

 東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例（昭和５５年東広島市条例第２

５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１祇園集会所の項、風早南区集会所の項及び風早西集会所の項を削る。  

   附 則 

この条例は、令和３年２月１日から施行する。



 

‐８３‐ 

 （提案理由） 

 地域集会所を無償で譲渡することに伴い、当該地域集会所を廃止するため、この

条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第３１８号 

 

   東広島市地域センター条例の一部改正について 

 

 東広島市地域センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

   東広島市地域センター条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市地域センター条例（平成２２年東広島市条例第４１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１３条第２項第１号及び第４号中「、東広島市宇山地域センター」を削る。 

 別表第１東広島市河戸地域センターの項中「東広島市河内町河戸２０８０番地

１」を「東広島市河内町河戸８０２番地１」に改める。 

 別表第２東広島市河戸地域センターの部中 

「 

ホール ８８０円 ６３０円 
 を 

和室 ４１０円 ３９０円 

                              」 

「 

ホール １,１３０円 ６３０円 

 に改め、同表  研修室 ８８０円 ６３０円 

調理実習室 ４１０円 ３９０円 

                              」      

東広島市宇山地域センターの部中 

「 

 

                              」 

大ホール（体育館） ２００円 ２００円  を 
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「 

 

                              」 

「 

和室１ ４１０円 ３９０円 
 を 

和室２ ４１０円 ３９０円 

                              」 

「 

                              」 

   附 則 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の東広島市地域センター条例（以下「新条例」とい

う。）別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後

の地域センターの使用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使

用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。 

３ 施行日以後の地域センターの使用に係る新条例第１０条第１項の許可及び新条

例別表第２の規定により算定される使用料又は利用料金の徴収並びにこれらに関

し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うこと

ができる。 

  

ホール １,１３０円 ６３０円 に、 

和室 ４１０円 ３９０円 に改める。 
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 （提案理由） 

 東広島市河戸地域センターの移転及び東広島市宇山地域センターのホールの新築

に伴い、これらの施設の使用料の額及び利用料金の限度額を定めるため、この条例

案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第３１９号 

 

   東広島市福祉センター設置及び管理条例の一部改正について 

 

 東広島市福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市福祉センター設置及び管理条例（昭和５１年東広島市条例第８号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条中「及び位置」を削り、「次のとおりとする」を「下見福祉会館とし、東

広島市西条下見五丁目４番８号に置く」に改め、同条の表を削る。 

 別表を次のように改める。 

別表（第１０条関係） 

区   分 １時間までごとの使用料の額 

室名 種  別 
３時間以下の

部分 

３時間を超え

る部分 

大ホール 会議 １,８１０円 １,２７０円 

展示会等 ２,２７０円 ２,０２０円 

演芸会等 ２,７３０円 ２,６６０円 

調理室 調理用器具を使用するとき １,３５０円 ３９０円 

調理用器具を使用しないとき ８８０円 ３９０円 

和室 大部屋 ８８０円 ３９０円 

小部屋 ４１０円 ３９０円 

会議室 １階 ８８０円 ３９０円 

２階 ８８０円 ３９０円 

備考 １ 次の各号に掲げる設備を使用する場合は、それぞれ当該各号に定める

額を加算する。 
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     (1) 冷房設備 使用料の額の３割に相当する額 

     (2) 暖房設備 使用料の額の２割に相当する額 

    ２ 使用時間を超過した場合は、１時間ごとにその使用料の額の２割に相

当する額を加算する。この場合において、当該超過した時間に３０分未

満の端数があるときは切り捨て、３０分以上１時間未満の端数があると

きは１時間に切り上げて計算する。 

    ３ 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。 

    ４ 市外居住者が使用する場合は、使用料の額の３割に相当する額を加算

する。 

    ５ 備考１、備考２又は備考４の規定により加算する額に１０円未満の端

数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。  
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 （提案理由） 

 河内社会福祉会館を廃止するため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第３２０号 

 

   東広島市老人集会所設置及び管理条例の一部改正について 

 

 東広島市老人集会所設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市老人集会所設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市老人集会所設置及び管理条例（昭和５２年東広島市条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

 別表東側老人集会所の項から中河内老人集会所の項までを削る。 

   附 則 

 この条例は、令和３年２月１日から施行する。
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 （提案理由） 

 東広島市老人集会所を無償で譲渡することに伴い、当該東広島市老人集会所を廃

止するため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。
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議案第３２１号 

 

   東広島市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について 

 

 東広島市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市県営土地改良事業分担金徴収条例（昭和６１年東広島市条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   東広島市県営土地改良事業分担金等徴収条例 

 第１条中「に基づき、県営土地改良事業に係る」を「による」に改め、「分担

金」の右に「並びに法第９１条の２第１項及び第６項の規定による特別徴収金」を

加える。 

 第２条中「県営土地改良事業」の右に「（法第８７条の３第１項の規定により広

島県が行う同項に規定する土地改良事業（以下「機構関連事業」という。）を除

く。以下「事業」という。）」を加え、「当該県営土地改良事業」を「当該事業」

に改め、「もの」の右に「及び土地改良法施行規則（昭和２４年農林省令第７５

号）第６８条の４の７各号に掲げるもの」を加え、「当該分担金」を「、当該事業

の施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき分担金」に改め

る。 

 第６条の見出しを「（知事の指定する事業等についての特別徴収金）」に改め、

同条第１項中「市は、市長」を「市長は、広島県知事（以下「知事」という。）」

に、「、広島県知事（以下「知事」という。）」を「知事」に、「当該事業の」を
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「当該事業に係る法第１１３条の３第３項の規定による」に改め、「年度）」の右

に「の初日」を加え、「納付させる旨の条件を付した分担金を」を「特別徴収金と

して」に改め、同条第３項中「分担金」を「特別徴収金の徴収」に改め、同項を同

条第５項とし、同条第２項中「前項の分担金」を「第１項又は第２項の特別徴収

金」に、「その通知」を「、その通知」に、「前項の規定により徴収する分担金」

を「対し、第１項又は第２項の特別徴収金」に、「当該分担金」を「当該特別徴収

金の徴収」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市は、機構関連事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第８７条の３第

７項において準用する法第８７条第５項の規定による公告の日から、当該機構関

連事業に係る法第１１３条の３第３項の規定による工事の完了の公告の日（その

公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日）の属する年度

の翌年度の初日から起算して８年を経過しない間に、法第９１条の２第６項各号

に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するに至つたときは、その者から、特

別徴収金を徴収する。ただし、災害その他知事がやむを得ない事由があると認め

るときは、当該特別徴収金を徴収しないことができる。 

３ 前項の特別徴収金の額は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を差し引い

て得た額とする。 

 (1) 当該機構関連事業に要する費用の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積

の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし

て、当該機構関連事業によつて当該土地が受ける利益の程度を勘案して市長が

定める割合（次号において「徴収割合」という。）を乗じて得た額 

 (2) 当該機構関連事業につき法第９１条第６項の規定により市が負担する負担金

の額に徴収割合を乗じて得た額 

   附 則 

 この条例は、令和３年１月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の一部改正により、農地中間管理機構

が賃借権等を取得した農用地についてその所有者等からの申請によらずに都道府県

が施行することができる土地改良事業の制度が創設されたことに伴い、当該施行に

係る土地が目的外用途に供された場合等における特別徴収金の徴収について必要な

事項を定めるとともに、所要の規定の整理を行うため、この条例案を提出するもの

である。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 土地改良法 

第９１条の２ 都道府県又は市町村は、政令の定めるところにより、条例で、都道

府県営土地改良事業（－略－）の施行に係る地域内にある土地につき第３条に規

定する資格を有する者が、当該土地を当該都道府県営土地改良事業の計画におい

て予定する用途以外の用途（以下この項において「目的外用途」という。）に供

するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合

（－略－）には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。 

６ 都道府県又は市町村は、政令で定めるところにより、条例で、次の各号のいず

れかに掲げる者が、当該各号に定める場合に該当するときは、その者から、特別

徴収金を徴収することができる。
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議案第３２２号 

 

   東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例の一部改正について 

 

 東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例（平成２０年東広島市条例第２７

号）の一部を次のように改正する。 

          「          「 

 別表第２の４の表中 

５４０円 

 

 を 

６５０円 

 に、 

５００円 

 

７６０円 

６３０円 

 

７６０円 

１９０円 

 

２３０円 

３円 

 

４円 

                   」          」 

「          「 

５００円 

 

 

 

 

 

 を 

 

 

６１０円  

 

 

 

 に改める。 

１９０円 

 

 

２３０円 

 

６３０円 

 

７６０円 
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２７０円 

 

 ３２０円 

         」          」 

   附 則 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第２の４の表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける

東広島市道の駅湖畔の里福富（以下「道の駅」という。）の占用に係る使用料に

ついて適用し、同日前に許可を受けた道の駅の占用に係る使用料については、な

お従前の例による。 
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 （提案理由） 

 東広島市地域公園の占用に係る使用料の額の改定に合わせて、東広島市道の駅湖

畔の里福富の占用に係る使用料の額を改定するため、この条例案を提出するもので

ある。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－
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議案第３２３号 

 

   東広島市道路占用料徴収条例の一部改正について 

 

 東広島市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市道路占用料徴収条例（昭和５１年東広島市条例第１１号）の一部を次の

ように改正する。 

    「           「 

別表中 

３５０円 

 を 

４２０円 

 に、 

５４０円 ６５０円 

７３０円 ８８０円 

３２０円 ３８０円 

５００円 ６１０円 

６９０円 ８３０円 

３２円 ３８円 

３円 

 

４円 

              」           」 

「           「 

３１０円 

 を 

３７０円 

 に、 

１９０円 

 

２３０円 

６３０円 

 

７６０円 

２７０円 ３２０円 

          」           」 

「           「 
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６３０円 

 

 を 

７６０円 

 に、 

１３円 

 

１６円 

１９円 

 

２３円 

２８円 

 

３４円 

３８円 

 

４５円 

５７円 

 

６８円 

７６円 

 

９１円 

１３０円 

 

１６０円 

１９０円 

 

２３０円 

３８０円 ４５０円 

６３０円 

 

７６０円 

          」           」 

「           「 

６３０円 

 を 

７６０円 

 に、 １０円 

 

１０円 

          」           」 

「           「 

５００円 

 を 

６１０円 

 に、 

１０円 １０円 

 

 

 

          」           」 

「           「 

４８０円 
 を 

４８０円 
 に、「０.０３４」を「０.０３ 

６３０円 ７６０円 

          」           」 

３」に、「６３円」を「７６円」に、「０.０２４」を「０.０２３」に、「０.０
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１４」を「０.０１３」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路法（昭和２７年法律第

１８０号）第３２条第１項若しくは第３項の許可（以下「占用等の許可」とい

う。）を受け、又は同法第３５条の同意（以下「占用の同意」という。）を得る

占用物件に係る占用料について適用し、同日前に占用の許可を受け、又は占用の

同意を得た占用物件に係る占用料については、当該占用の期間の満了までの間

は、なお従前の例による。
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（提案理由） 

 道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）の一部改正に伴い、道路占用料の額

を改定するため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 道路法 

第３９条 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。－略

－ 

２ 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体

の条例（－略－）で定める。－略－
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議案第３２４号 

 

   東広島市漁港管理条例の一部改正について 

 

 東広島市漁港管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市漁港管理条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市漁港管理条例（平成１６年東広島市条例第６８号）の一部を次のように

改正する。 

 第１１条第３項中「１月（工作物の設置を目的とする占用にあっては、３年）」

を「１０年」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 漁港の有効活用を推進することを目的として、管理漁港施設の占用の許可の期間

の上限を伸長するため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 

 

 漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号） 

第２６条 漁港管理者は、漁港管理規程を定め、これに従い、適正に、漁港の維

持、保全及び運営その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか、漁港の発展の

ために必要な調査研究及び統計資料の作成を行うものとする。 
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議案第３２５号 

 

   東広島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部 

   改正について 

 

 東広島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部 

   を改正する条例 

 

 東広島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１６年東広

島市条例第７１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

乃美尾門前地区 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された東広

島都市計画乃美尾門前地区地区計画において地区整備計

画が定められた区域 

 別表第２に次の１表を加える。 

３６ 乃美尾門前地区 

建築制限の事項 建築制限の内容 

建築物の用途の 

制限 

 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならな

い。 

 (1) 工場（統計法第２条第９項に規定する統計基準であ

る日本標準産業分類大分類の製造業（法別表第２（

る）項第１号(1)から(10)まで及び(13)から(23)まで

に掲げる事業を除く。）に係るものに限る。） 

 (2) 研究施設（前号に規定する工場に関係するものに限

る。） 

 (3) 物流施設（流通業務の総合化及び効率化の促進に関

する法律第２条第１号に規定する流通業務の用に供す
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る建築物に限る。） 

 (4) 当該地区計画の区域内に立地する事業施設の従事者

のための共同住宅又は寄宿舎 

 (5) 前各号の建築物に附属するもの 

容積率の最高限 

度 

 １０分の２０とする。 

建蔽率の最高限

度 

 １０分の６とする。 

建築物の敷地面 

積の最低限度 

 ５００平方メートルとする。 

建築物の壁面の 

位置の制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線ま

での水平距離は、３メートル以上とする｡ 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 （提案理由） 

 東広島都市計画乃美尾門前地区地区計画の区域内における適正な都市機能と健全

な都市環境を確保することを目的として、新たにその地区計画の区域内における建

築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めるため、この条例案を提出するもの

である。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

第６８条の２ 市町村は、地区計画等の区域（地区整備計画、特定建築物地区整備

計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区

整備計画又は集落地区整備計画（－略－）が定められている区域に限る。）内に

おいて、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等

の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めること

ができる。 
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議案第３２６号 

 

   東広島市都市公園条例及び東広島市地域公園設置及び管理条例の一部 

   改正について 

 

 東広島市都市公園条例及び東広島市地域公園設置及び管理条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市都市公園条例及び東広島市地域公園設置及び管理条例の一部 

   を改正する条例 

 

 （東広島市都市公園条例の一部改正） 

第１条 東広島市都市公園条例（昭和５９年東広島市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

           「          「 

別表第３の３の表中 

５４０円 

 

 

 を 

６５０円 

 に、 

５００円 

 

７６０円 

６３０円 

 

７６０円 

１９０円 

 

２３０円 

３円 

 

４円 

                    」          」 

「          「 

５００円 

 

 ６１０円 
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１９０円 

 

  を 

 

 

２３０円 

 

  に改める。 

 

 

６３０円 

 

７６０円 

 

２７０円 

 

３２０円 

 

          」          」 

 （東広島市地域公園設置及び管理条例の一部改正） 

第２条 東広島市地域公園設置及び管理条例（平成１６年東広島市条例第７２号）

の一部を次のように改正する。 

         「          「 

別表の３の表中 

５４０円 

 

 

 を 

６５０円 

 に、 

５００円 

 

７６０円 

６３０円 

 

７６０円 

１９０円 

 

２３０円 

３円 

 

４円 

                  」          」 

「          「 

５００円 

 

 ６１０円 

 

 

１９０円 

 

  を 

 

 

２３０円 

 

  に改める。 

 

 

６３０円 

 

７６０円 

 

２７０円 

 

３２０円 

 

          」          」 

   附 則 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の東広島市都市公園条例別表第３の３の表及び第２
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条の規定による改正後の東広島市地域公園設置及び管理条例別表の３の表の規定

は、この条例の施行の日以後に許可を受ける都市公園又は東広島市地域公園（以

下これらを「公園」という。）の占用に係る使用料について適用し、同日前に許

可を受けた公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。 
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 （提案理由） 

 本市における道路占用料の額の改定に合わせて、都市公園及び東広島市地域公園

の占用に係る使用料の額を改定するため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 
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議案第３２７号 

 

   東広島市火災予防条例の一部改正について 

 

 東広島市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市火災予防条例（平成１６年東広島市条例第３５号）の一部を次のように

改正する。 

 第１３条の２第１項中「第７９条第１項第１３号」を「第７９条第１項第１４

号」に改める。 

 第２０条の２第１項中「変圧して、」の右に「電気自動車等（」を、「原動機付

自転車をいう」の右に「。第１２号において同じ。）をいう」を加え、「５０キロ

ワット」を「２００キロワット」に改め、同項中第１４号を第１８号とし、第１３

号を第１７号とし、第１２号イ後段を削り、同号に次のように加える。 

  ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した

場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 

  エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した

場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 

 第２０条の２第１項中第１２号を第１６号とし、第１１号を第１２号とし、同号

の次に次の３号を加える。 

 (13) 充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分について、操作に伴

う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、当該部分が十分な強度を

有するものであるときは、この限りでない。 

 (14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、次のいずれ
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にも該当するものであること。 

  ア 充電用ケーブルを冷却するために用いる液体（以下この号において「冷却

液」という。）が漏れた場合に、その漏れた冷却液が内部基板等の機器に影

響を与えない構造とすること。 

  イ 冷却液の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該冷却液の

流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させ

る措置を講ずること。 

 (15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能

を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知す

る構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に

停止させる措置を講ずること。 

 第２０条の２第１項中第１０号を第１１号とし、第７号から第９号までを１号ず

つ繰り下げ、同項第６号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に

改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「電気を動力源とする自動車等」を「

電気自動車等」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「電気を動力源とす

る自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第５号とし、同項中第１号か

ら第３号までを１号ずつ繰り下げ、同項に第１号として次の１号を加える。 

 (1) 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のもの及び延焼を防止するための

措置として消防長が認めるものが講じられているものを除く。）を屋外に設け

る場合にあっては、建築物から３メートル以上の距離を保つこと。ただし、不

燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限

りでない。 

 第７９条第１項中第１７号を第１８号とし、第１３号から第１６号までを１号ず

つ繰り下げ、第１２号の次に次の１号を加える。 

 (13) 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。） 

   附 則 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例によ

る改正後の東広島市火災予防条例（以下「新条例」という。）第２０条の２第１

項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用並びに
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新条例第７９条第１項第１３号に規定する急速充電設備に係る設置の届出及び火

災予防上必要な事項に関する計画の審査については、なお従前の例による。 
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 （提案理由） 

 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条

例の制定に関する基準を定める省令（平成１４年総務省令第２４号）の一部改正に

伴い、その使用に際し火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

等について必要な事項を定めるため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

第９条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生

のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する

器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使

用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例

でこれを定める。 
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議案第３２８号 

 

   東広島市立学校設置条例の一部改正について 

 

 東広島市立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市立学校設置条例（昭和４９年東広島市条例第３８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１中 

「 

東広島市立竹仁小学校 東広島市福富町下竹仁１３００番地 

東広島市立久芳小学校 東広島市福富町久芳３３２９番地３ 

                                    」 

を 

「 

東広島市立福富小学校 東広島市福富町下竹仁２０９６番地３ 

                                    」 

に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 東広島市使用料条例（昭和５１年東広島市条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

  別表の２の表の備考以外の部分中「、寺西小学校、郷田小学校、板城小学校、

三永小学校、川上小学校」を「 寺西小学校 郷田小学校 板城小学校 三永小

学校 川上小学校」に、「、吉川小学校」を「 吉川小学校」に、「、西志和小
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学校」を「 西志和小学校」に、「、小谷小学校、高屋東小学校、高屋西小学

校」を「 小谷小学校 高屋東小学校 高屋西小学校」に、「、造賀小学校」を

「 造賀小学校」に、「、平岩小学校」を「 平岩小学校」に、「、高美が丘小

学校、三ツ城小学校」を「 高美が丘小学校 三ツ城小学校」に、「、中黒瀬小

学校、下黒瀬小学校」を「 中黒瀬小学校 下黒瀬小学校」に、「、入野小学

校」を「 入野小学校」に、「、木谷小学校」を「 木谷小学校」に、「、三津

小学校」を「 三津小学校」に、「、風早小学校」を「 風早小学校」に、「、

龍王小学校」を「 龍王小学校」に、「、向陽中学校、八本松中学校、志和中学

校、高屋中学校、磯松中学校、松賀中学校、高美が丘中学校、黒瀬中学校、福富

中学校」を「 向陽中学校 八本松中学校 志和中学校 高屋中学校 磯松中学

校 松賀中学校 高美が丘中学校 黒瀬中学校 福富小学校及び福富中学校」

に、「、豊栄中学校」を「 豊栄中学校」に、「、河内中学校」を「 河内中学

校」に、「、安芸津中学校」を「 安芸津中学校」に、「、中央中学校」を「 

中央中学校」に、「、八本松小学校」を「 八本松小学校」に、「、東志和小学

校」を「 東志和小学校」に、「、東西条小学校」を「 東西条小学校」に、

「、御薗宇小学校」を「 御薗宇小学校」に、「、板城西小学校」を「 板城西

小学校」に、「、上黒瀬小学校」を「 上黒瀬小学校」に、「、乃美尾小学校」

を「 乃美尾小学校」に改め、「、竹仁小学校」及び「、久芳小学校」を削り、

「、豊栄小学校、河内小学校」を「 豊栄小学校 河内小学校」に改める。 

  別表の３の表中「、寺西小学校、郷田小学校、板城小学校、三永小学校、川上

小学校、吉川小学校、小谷小学校、高屋東小学校、造賀小学校、高美が丘小学

校、三ツ城小学校、下黒瀬小学校、入野小学校、木谷小学校」を「 寺西小学校

 郷田小学校 板城小学校 三永小学校 川上小学校 吉川小学校 小谷小学校

 高屋東小学校 造賀小学校 高美が丘小学校 三ツ城小学校 下黒瀬小学校 

入野小学校 木谷小学校」に、「、三津小学校」を「 三津小学校」に、「、風

早小学校、龍王小学校」を「 風早小学校 龍王小学校」に、「、向陽中学校、

八本松中学校」を「 向陽中学校 八本松中学校」に、「、志和中学校」を「 

志和中学校」に、「、高屋中学校、磯松中学校、松賀中学校、高美が丘中学校、

黒瀬中学校、福富中学校」を「 高屋中学校 磯松中学校 松賀中学校 高美が

丘中学校 黒瀬中学校 福富小学校及び福富中学校」に、「、豊栄中学校」を「
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 豊栄中学校」に、「、河内中学校」を「 河内中学校」に、「、安芸津中学

校」を「 安芸津中学校」に、「、中央中学校」を「 中央中学校」に、「、高

屋西小学校、平岩小学校、中黒瀬小学校」を「 高屋西小学校 平岩小学校 中

黒瀬小学校」に、「、八本松小学校、東志和小学校、東西条小学校、御薗宇小学

校、板城西小学校、上黒瀬小学校、乃美尾小学校、久芳小学校、豊栄小学校、河

内小学校」を「 八本松小学校 東志和小学校 東西条小学校 御薗宇小学校 

板城西小学校 上黒瀬小学校 乃美尾小学校 豊栄小学校 河内小学校」に改

め、同表学校屋内運動場の部竹仁小学校の項を削る。 
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 （提案理由） 

 児童数の減少により小学校の統合を行うことに伴い、東広島市立竹仁小学校及び

東広島市立久芳小学校を廃止し、東広島市立福富小学校を新たに設置するため、こ

の条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。
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議案第３２９号 

 

   東広島市立学校給食センター設置条例の一部改正について 

 

 東広島市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

   東広島市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市立学校給食センター設置条例（昭和５２年東広島市条例第１１号）の一

部を次のように改正する。 

 第１条中「東広島市立小学校、中学校等」を「市が設置する小学校、中学校及び

幼稚園（第４条第４項において「小学校等」という。）」に改める。 

 第４条第１項中「給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため」を「教育委員

会に」に、「学校給食センター運営委員会」を「東広島市学校給食センター運営委

員会」に改め、同条第２項中「重要な」及び「及び」を削り、同条第５項を同条第

６項とし、同条第４項中「２年」を「委嘱又は任命の日から同日の属する年度の末

日まで」に改め、同項ただし書を削り、同項を同条第５項とし、同条第３項中「委

員会の」及び「（以下「委員」という。）」を削り、「教育委員会」を「、教育委

員会」に、「委嘱する」を「委嘱し、又は任命する」に改め、同項第１号中「第２

条に規定する給食センターにおいて学校給食の調理等を行うこととされている小学

校及び中学校（以下「関係校」という。）」を「小学校等」に改め、「校長」の右

に「及び園長」を加え、同項第２号及び第３号中「関係校」を「小学校等」に改

め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 委員会は、委員２０人以内で組織する。 

   附 則 
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１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の

規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の第４条第４項の規定による東広島市学校給食センター運営委員会（以

下「委員会」という。）の委員の委嘱又は任命のための手続その他委員会の設置

のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

３ この条例の施行の日の前日において学校給食センター運営委員会の委員である

者の任期は、改正前の第４条第４項の規定にかかわらず、その日に満了する。 
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 （提案理由） 

 令和３年度から学校給食に要する経費の徴収及び食材の調達に係る支出を市の歳

入歳出予算で取り扱うことに伴い、学校給食の会計に関する事項等を所掌する学校

給食センター運営委員会の組織を見直すとともに、所要の規定の整備を行うため、

この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

第３０条 地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、

公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的

事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他

の必要な教育機関を設置することができる。 
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議案第３３０号 

 

   東広島市使用料条例の一部改正について 

 

 東広島市使用料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和２年１２月２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

   東広島市使用料条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市使用料条例（昭和５１年東広島市条例第３号）の一部を次のように改正

する。 

 第１条中「又は公の施設の利用」を削る。 

 第４条第１項中「又は公の施設の利用」を削り、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、別表の２の表又は３の表に掲げる行政財産を使用する者がその使用料

を口座振替の方法により納付する場合は、この限りでない。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第１条の改正規定及び第

４条第１項の改正規定（同項にただし書を加える部分を除く。）は、公布の日から

施行する。
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 （提案理由） 

 学校施設及び学校における照明施設の使用料の徴収の時期に関する特例を定める

とともに、所要の規定の整理を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 


